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１． 事業者名及び代表者名

株式会社　アクト・メイト
代表取締役　　井上　準

２． 所在地

名　称 延床面積 備　考

本社 ３，６００㎡

岩井工場 １，４４０㎡

湖西倉庫 １，１５５㎡

相良倉庫 ９９４㎡

アグリ 温室6棟

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　 井上　準 TEL      　０５３８－４２－９１１１

事務担当者　　　　　　 村田　由美子 E-mail    a.m.honsya@mocha.ocn.ne.jp  

４． 事業の概要

自動車部品の組付け・保管・梱包、トマトの栽培

５． 事業規模
2023年1月1日現在

項　目

売上高 全社　　４億５０５万円（２０２２年１月～２０２２年１２月）

全社　　３３名

(内訳：　本社　２4名、岩井工場　7名、湖西倉庫　２名、相良倉庫）

６． 事業年度 　毎年　１月１日～１２月３１日

７． レポートの運用期間及び発行日

環境経営レポートの運用期間（２０２３年１月１日～２０２３年３月３１日）

環境経営レポートの発行日（２０２３年６月１日）

８． 対象範囲

全組織・全活動

Ⅰ　組織の概要

内　　　　　容

従業員数

　静岡県袋井市新池845-5

　静岡県磐田市岩井2215-3

所　在　地

　静岡県湖西市白須賀宿北6177

　静岡県牧之原市静谷字本谷原2547-13

　静岡県袋井市浅岡３０３
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１．
１）
２）
３）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した業務活動

４． 環境経営の継続的改善

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）

制定年月日 2022年12月25日（初版）

株式会社　 アクト・メイト
　　　代表取締役　井上　準　

環境に配慮した業務を推進します。

顧客との環境コミュニケーション推進するなど顧客満足度の向上等を図り、環境経営の
継続的改善を実施します。

社外に環境経営レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良いコミ
ニュケーションを図って行きます。

社内においては、全従業員に環境経営方針を周知し、全社員参画による取組を目
指します。

Ⅱ　環境経営方針

[環境理念]

　当社は、自動車部品の組立及び梱包業務を通じて、経営理念、社是に基づき、地球温暖化問
題、地域社会の環境活動に自主的・積極的に取り組みます。また、従業員一丸となって継続的
に改善活動に取組んでまいります。

経営理念：「私たちは、常に知恵を出し、工夫を行い、３Ｓで地域社会に貢献できる人財、企業を目指します。」

３Ｓ＝安心(SECURITY)　安全(SAFETY)　安定（STABILITY)

環境関連法規制を遵守します。

電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます。
３R活動の展開による廃棄物の削減に努めます。
節水活動による水使用量の削減に努めます。

社是:「よい人」「よい品」「よい社会」

[基本方針]

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量等の削減に努めます。

２



岩井工場 湖西倉庫 本社 アグリ

＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境管理責任者の任命
③ 環境経営に必要な資源の準備
④ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑤ 環境経営方針の制定及び改定
⑥ 環境経営システム全体の評価と見直し
⑦ 効率的な実施体制の構築と全従業員への周知
⑧ ＥＡ２１の環境経営システムの運用のために必要となる経営資源（人・もの・資金・情報など）を用意する

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境経営レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境経営目標・環境経営計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 環境関連法規等の遵守状況チェック
⑥ 環境上の緊急事態の想定と対応策の作成。全体での試行、訓練の実施
⑦ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境経営計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

（課長）
牧瀬　隆幸

ＥＡ２１事務局

（管理部）

物流部 管理部

一戸　亮太

村田　由美子

(係長）
村田　由美子

(課長）

製造部
本社 相良倉庫

対象範囲：全て
井上　準

環境管理責任者
（代表取締役）

井上　準

作成日
作成者 村田　由美子

2022年12月25日

Ⅲ　実施体制

代表取締役
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１．運用期間（2023年1月〜2023年3月）及び暫定期間（2023年1月〜2023年12月）の環境経営目標

基準期間

2022年1月
〜

2022年3月

基準値 目標削減率 目標値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 19,305 -0.5% 19,209 -0.5% 70,451

kWh 30,430 -0.5% 30,278 -0.5% 106,333

L 951 -0.5% 946 -0.5% 4,378

L 2,051 -0.5% 2,041 -0.5% 7,378

産業廃棄物 t 1.0 -0.5% 1.0 -0.5% 19.5

一般廃棄物 kg 650.0 -0.5% 647 -0.5% 2,286.5

㎥ 299 -0.5% 298 -0.5% 891

件 ― ― ―

＜備考＞

基準年度　　　

2022年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

2022年1月
〜

2022年12月

2024年1月
〜

2024年12月

2025年1月
〜

2025年12月

2026年1月
〜

2026年12月

2027年1月
〜

2027年12月

㎏-CO2 70,805 －１％ －２％ －３％ －４％

電力 kWh 106,867 －１％ －２％ －３％ －４％

ガソリン L 4,400 －１％ －２％ －３％ －４％

軽油 L 7,415 －１％ －２％ －３％ －４％

産業廃棄物 t 19.6 －１％ －２％ －３％ －４％

一般廃棄物 kg 2298.0 －１％ －２％ －３％ －４％

㎥ 895 －１％ －２％ －３％ －４％

件 ― 現状把握

＜備考＞

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

水使用量

電力

軽油

廃棄物排出量

２．中長期の環境経営目標

2023年度　暫定期間

2023年1月
〜

2023年12月

内訳

二酸化炭素排出量

ガソリン

運用期間

2023年1月
〜

2023年3月
単位項目

５．「環境経営の継続的改善（顧客満足度の向上）」は、2023年度に現状把握を行い、2024年度から数値目標を設定する。

４．「環境に配慮した業務づくり」は、2023年度に現状把握を行い、2024年度から数値目標を設定する。

環境に配慮した業務づくり

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－2021年度実績－　2022.1.7環
境省・経済産業省公表の中部電力ミライズ㈱の調整後の排出係数である0.388(kg-CO2/kWh)を使用した。

環境に配慮した業務づくり

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－2021年度実績－　2021.1.7環
境省・経済産業省公表の中部電力コミカライズ㈱の調整後の排出係数である0.388(kg-CO2/kWh)を使用した。

２．灯油・プロ版ガスは使用実績が非常に少ないないため、目標設定はしない。

３．「化学物質使用量」化学物質の使用はない。

二酸化炭素排出量

２０２３年度の実績をもとに策定する

水使用量

内訳

廃棄物排出量

目標年度

４



１月 ２月 ３月

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

A

B

C

D 月初点検 月初点検 月初点検

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F 牧瀬

G

H

I

J

A

B

C

A

B

Ⅴ　環境経営計画

各車両の使用確認(給油量等）

早めにシフトアップ

不必要なアイドリングの禁止

急発進・急加速の禁止

（運用期間：2023年1月～2023年3月）

スケジュール
環境活動項目 責任者

不要・不急の運転をしない

二酸化炭素の削減

フォークリフトのバッテリー化への検討

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

５S活動の実施

昼休みなど不必要時の消灯

牧瀬・一戸

村田

高効率照明の採用（LED）

天井照明の間引き

井上

廃プラスチックのリサイクル
村田

再生紙・封筒などの再利用

新聞・雑誌・ダンボールのリサイクルの推奨

ウエスの削減

ビニール類の削減

村田

牧瀬・一戸・村田

モノクロ印刷の推奨

私用ゴミの持ち込み禁止

不良品の削減（納入異常の削減）

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ
・
車
両
管
理

工
場
・
事
務
所

未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他）

残業低減への取り組み

クールビズ、ウォームビズの実施

空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年）

空
調
等

自動車購入時は省エネ車に切り替え

各職場に温度計を設置

製造工程の見直し

適正なフォークリフトの配置

村田

井上

廃棄物の削減

環境に配慮した業務の見直し作りのテーマ検討
環境に配慮した業務づくり

水使用量の削減

ストレッチフィルムの削減

コピー用紙の両面使用

洗車時の節水

水もれ点検の実施

使用時のルールの取り決め

ゴミ分別の徹底

廃棄物の発生抑制のため、新規業務時に取り組むことを検
討する

５



①運用期間（2023年1月〜2023年3月）の環境目標の実績　

基準期間

2022年1月
〜

2022年3月

基準値
目標

削減率
目標値 実績値

実績
削減率

評価

㎏-CO2 19,305 -0.5% 19,208 17,354 -10% 〇

kWh 30,430 -0.5% 30,278 24,410 -20% 〇

L 951 -0.5% 946 998 5% ×

L 2,051 -0.5% 2,041 2,158 5% ×

産業廃棄物 t 1.0 -0.5% 1 1.1 10% ×

一般廃棄物 kg 650.0 -0.5% 647 479 -26% 〇

㎥ 299 -0.5% 298 274 -8% 〇

件 現状把握

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

②次年度の環境経営目標 変更なし

単位

①ラップフィルムの巻き数を減らす

産業廃
棄物

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

コロナ禍による生産台数・稼働日等が抑えられていた。2023年1～3月は昨年と比較し、生産台数および稼働日が増えた
ため、それに伴いガソリン・軽油の使用が増えたと考えられる。

車輛7台→6台　　1台削減することで、不要な運行や車両経費、燃料代を削減できる

コロナ禍による生産台数・稼働日等が抑えられていた。2023年1～3月は昨年と比較し、生産台数および稼働日が増えた
ため、それに伴いラップフィルムの使用が増えたと考えられる。

二酸化炭素排出量

廃棄物排出量

水使用量

内訳

電力

ガソリン

軽油

ガソリン
軽油

環境に配慮した業務づくり

運用期間

2023年1月
〜

2023年3月
項目

６



A 不必要なアイドリングの禁止 ×

B 急発進・急加速の禁止 ×

C 早めにシフトアップ ×

D 不要・不急の運転をしない ×

E 各車両の使用確認（給油量等） △
各車の使用量は把握しているが、徹底出来ていな
かった 車両運転記録シートを作成する

F 自動車購入時は省エネ車に切り替え（本年２台更新） 〇 車両削減１台 ハイブリッド車へ切替

A エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定 △ 継続実施

B クールビズ、ウォームビズの実施 〇 継続実施

C 空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年） 〇 継続実施

D 各職場に温度計の設置 ×
・3月までの設置が間に合わなかった

次年度取組予定

A 天井照明の間引き 〇
・必要に応じて照明の使用箇所を調整

継続実施

B 高効率照明の採用（LED） 〇 継続実施

C 製造工程の見直し △ 継続実施

D 適正なフォークリフトの設置 〇 継続実施

E フォークリフトのバッテリー化への検討 -

F 未使用設備の電源OFF(製造設備・OA機器・他） 〇 継続実施

G 残業低減への取り組み 〇 継続実施

H 不良品の削減（納入異常の削減） 〇 継続実施

I 昼休みなどの不必要時の消灯 〇 継続実施

J ５S活動の実施 △ 継続実施

A コピー用紙の両面使用 〇 継続実施

B モノクロ印刷の推奨 〇 継続実施

C 再生紙・封筒などの再利用 〇 継続実施

D ストレッチフィルムの削減 〇
巻き数を減らしている。

継続実施

E ビニール類の削減 △ 継続実施

F ウエスの削減 牧瀬 △
使用量は変わらない。今後検討する。

継続実施

G 私用ゴミの持ち込み禁止 △
・私用ゴミの持ち込み禁止の意識は従業員に浸
透しつつある。 継続実施

H ゴミ分別の徹底 △
・従業員全員が理解しているとは言えない。これ
からも情報発信していく。 継続実施

I 廃プラスチックのリサイクル率向上 〇
今年度1月～3月は100％

継続実施

J 新聞・雑誌・ダンボールのリサイクルの推奨 〇 継続実施

A 洗車時の節水 △
・各水道に節水協力の表示

継続実施

B 水もれ点検の実施 △
・温室の水漏れ点検が未実施

継続実施

C 使用時のルールの取り決め 〇 継続実施

A 使用化学物質のＳＤＳ入手

B 購入量・使用量の把握

C 使用量削減の検討

D 購入・保管・使用・廃棄段階の適正管理方法の検討

A 環境に配慮した業務の見直し作りのテーマ検討 〇 蛍光灯をＬＥＤへ計画的に切り替える

B
廃棄物の発生抑制のため、新規業務時に取り組むこと
を検討する

- 顧客との工程監査にて提案

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

今後（次年度）の取組内容

廃棄物の削減

本社事務所の蛍光灯、相良倉庫の水銀灯をＬＥ
Ｄへ切替を行った。フォークリフトを使用しない、
職場づくりを検討します

・コピー用紙の両面印刷・モノクロ印刷・コピー用
紙の再利用は以前より行われている。

牧瀬・一戸

環境に配慮し
た業務づくり

村田

井上

化学物質

水使用量の削
減

村田

・災害時の為、フォークリフトエンジン車を本社・
岩井各1台の使用は継続

・2022年11月に相良・本社事務所にLED設置。
今後未実施の工場を検討する

村田

牧瀬・一戸・村田

工
場
・
事
務
所

エコ運転を周知徹底できなかった

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

コメント

（運用期間：2023年1月～2023年3月）

空
調
等

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ
・
車
両
管
理

井上

評価

村田

環境活動項目 責任者

・設定温度20℃は認知されているが、職場により
状況に応じて設定温度を変更している。

運転席にエコ運転に関する掲
示をする

二
酸
化
炭
素
の
削
減
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雑紙のリサイクル向上

本社事務所にLED設置

◆社内注意書きで社員の意識づけ◆

◆ごみの分別で処理時のCO2削減◆

◆経営資源の投入◆

Ⅷ　当社の取組み

８



◆地域との融合活動◆

工場周辺清掃活動　　1～2回/年

1回/年

献血活動

９



１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年3月31日

評価者　環境管理責任者　井上　準

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第5条 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 該当なし

第7条 設置後の水質検査の実施 設置3ヶ月経過した日から5か月の間 該当なし

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） 〇

第6条の2第6項 市町のルールに従った分別と搬出及び業者委託
業者委託時は許可証確認（契約書作成が望まし
い）

○

第12条第2項 廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止 ○

第12条第2項 産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置（60ｃｍ×60ｃｍ以上の大きさ） ○

第12条第5項 産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約 契約書の締結及び保存 ○

第12条第9、10
項

産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状
況報告

6月30日までに許可権者に報告（前年度発生量
が千トン超のとき）

該当なし

第12条の2第8項 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任 有資格者を選任（特管排出事業者のみ） 該当なし

第12条の3第1項 マニフェストの交付 Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） ○

第12条の3第2､6
項

マニフェストの保管 Ａ票～Ｅ票：５年間 ○

第12条の3第6項 マニフェストの期間内返却の確認 Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 ○

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告
6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は
猶予）

〇

第12条の3第8項
産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者へ
の報告

返却期間終了後30日以内に許可権者に報告 該当なし

第9条の4 少量危険物 の貯蔵及び取扱基準
・標識および掲示板の設置
・貯蔵量の遵守

○

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消防署への届
出

○

第13条 危険物の取扱作業に関して保安の監督 危険物取扱者の設置 ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商
品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等へ
の適切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期
点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

簡易検査 〇

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の
引き渡し義務

該当なし

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 製造部課長 〇

第10条 実地確認の実施と記録保存
処分委託先の年１回の実地確認と記録作成５年
間保存（委託先が優良認定業者であるときは免
除）

○

その他 RoHS指名/リーチ（REACH)規制
RoHS指名/リーチ適合材料の使用及び適合 製品の
納入

納入先からの依頼に対して非含有証明書の発
行、調査結果の報告

○

法令
リサイクル法（資源の有効な利用の促進
に関する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクル（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

２． 違反、訴訟等の有無

　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟や苦情は過去３年間ありませんでした。

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する
条例

県条例

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

責務

法律・条例

自動車リサイクル法（使用済自動車の再
資源化等に関する法律）

該当なし

法律

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に関する法律）

義務

消防法

浄化槽法 （本社・岩井工場・相良工場）

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に
関する法律）
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作成　 2023年　6月　1日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

株式会社アクト・メイト

代表取締役　　　井上　準

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

環境経営目標及び目標達成状況 ガソリン・軽油・産業廃棄物は未達

環境経営計画及び取り組み実施状況 継続して取り組みします。

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 記録に記載いたします。

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

特に問題ありませんでした。

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

　２０２３年１月の運用開始から３ヶ月間の取組について、短い期間の評価であるため、システムの有効性・取組の適切
性・目標の妥当性は今年度の取組が終了した時点で改めて評価・見直しを行うこととする。
　今後、継続的に行っていく上で、無理なく、コツコツと全従業員の参加が何よりも重要なことから、社員教育を含めた
社内コミニュケーションの充実を図ることが大切である。　実施体制においては、環境管理責任者を通し、各自の役割、
責任及び権限を全従業員に再度周知し、エコアクション２１の取組が、企業経営者のみならず個々の従業員にとっても
有意義なものとなるよう、進めていきたいと考える。

2023年　6月　1日

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

環境経営目標

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

3ヵ月の短期運用であるため、もう少し運用を続け、状況を判断します。

その他（                                 ）

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向

継続して取り組みします。

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓
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